
 

 

計画の背景　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

基本理念　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

前期計画における成果目標の達成状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

障害福祉サービス等の実施目標　「成果目標」　・・・・・・・・・・・・・９ 

障害福祉サービスの見込みと活動方策　「活動指標」　・・・・・・・・・・13 

地域生活支援事業の見込みと確保方策　・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

障害福祉計画の点検及び評価　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 

 

 

  
 

第７期　信濃町障がい福祉計画 

 

第 ３期 　信 濃 町 障 がい児 計 画 

 

令和６年度～令和８年度

 

 

 

 

 「障害」と「障がい」の表記について 

　法律や他の機関・団体の名称等の固有名詞を用いる場合などは「障害」、人の状態を示す場合は「障がい」と標記しています。



1 

第７期信濃町障がい福祉計画・第３期信濃町障がい児計画 

 

１　計画の背景 

国では、平成 26 年 1 月に障害者権利条約を批准したことを受けて、平成 28

年 4 月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消

法、平成 25 年法律第 65 号）」が施行され、また、平成 28 年 4 月には「障害者

の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（改正障害者雇用促進法、

平成 25 年法律第 46 号）」の一部施行、平成 28 年 5 月に「成年後見制度の利用

の促進に関する法律（成年後見制度利用促進法平成 28 年法律第 29 号）」の施行、

平成 28 年 8 月に「発達障害者支援法の一部を改正する法律（改正発達障害者支

援法、平成 28 年法律第 64 号）」の施行など、障がい者の権利擁護等を目的とす

る一連の国内法が整備されました。 

また、平成 28 年 6 月には、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(障害者総合支援法及び

児童福祉法の改正、平成 28 年法律第 65 号）」が公布され、平成 30 年４月から

の施行となりました。この法律では、障がい者が自らの望む地域生活を営むこ

とができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障がい者

による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しを行うとともに、

障がい児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図る

ほか、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行うことを目的と

しています。この計画は、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨や社会情勢・

ニーズの変化、サービス利用実績等を踏まえ、障がい者等の地域生活を支援す

るための、サービス基盤整備等に係る令和８年度末の目標を設定するとともに、

障害福祉サービス及び相談支援並びに地域生活支援事業並びに障害児通所支援

及び障害児相談支援を、提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図ら

れるようにすることを目的として策定するものです。 

 

２　基本理念 

障害者総合支援法、児童福祉法の基本理念を踏まえつつ、国の基本指針にのっ

とり次に掲げることを基本理念とします。 

 

①　障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

共生社会を実現するため、障がい者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援

に配慮するとともに、障がい者等が必要とする障害福祉サービスその他の支援を受

けつつ、その自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サー

ビス等及び障害児通所支援等の提供体制の整備を進めます。 
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②　町を基本とした身近な実施主体と障がい種別によらない一元的な障害福祉サービ

スの実施等 

障がい者等が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう町を実施主体の基

本とします。また、障害福祉サービスの対象となる障がい者等の範囲を身体障がい者、

知的障がい者及び精神障がい者（発達障がい者及び高次脳機能障がい者を含む。以下

同じ。）並びに難病患者等（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病（平成二十七年厚生労働

省告示第二百九十二号）に掲げる疾病による障がいの程度が、当該障がいにより継続

的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。以下同じ。）で

あって十八歳以上の者並びに障がい児とし、サービスの充実を図るとともに、県の適

切な支援等を通じて、引き続き障害福祉サービスの均てん化を図ります。また、発達

障がい者及び高次脳機能障がい者については、従来から精神障がい者に含まれるもの

として障害者総合支援法に基づく給付の対象となっているところであり、引き続きそ

の旨の周知を図ります。更に、難病患者等についても、引き続き障害者総合支援法に

基づく給付の対象となっている旨の周知を図るため、難病の患者に対する医療等に関

する法律（平成二十六年法律第五十号）に基づき特定医療費の支給認定を行う県や難

病患者等の相談に応じる難病相談支援センター等において、それぞれの業務を通じて

難病患者等本人に対して必要な情報提供を行う等の取組により、障害福祉サービスの

活用を促します。 

 

③　入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応し

たサービス提供体制の整備 

障がい者等の自立支援の観点から、入所等（福祉施設への入所又は病院への入院を

いう。以下同じ。）から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援といった

課題に対応したサービス提供体制を整え、障がい者等の生活を地域全体で支えるシス

テムを実現するため、地域生活支援の拠点づくり、ＮＰＯ等によるインフォーマルサ

ービス（法律や制度に基づかない形で提供されるサービスをいう。）の提供等、地域の

社会資源を最大限に活用し、提供体制の整備を進めます。 

特に、入所等から地域生活への移行については、地域生活を希望する者が地域での

暮らしを継続することができるよう、必要な障害福祉サービス等が提供される体制を

整備する必要があり、例えば、重度化・高齢化した障がい者で地域生活を希望する者

に対しては、日中サービス支援型指定共同生活援助（指定障害福祉サービスの事業等

の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第百七十一号）第二百

十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助をいう。以下同じ。）によ

り常時の支援体制を確保すること等により、地域生活への移行が可能となるようサー

ビス提供体制を確保します。 

また、地域生活支援の拠点等の整備に当たっては、地域生活に対する安心感を担保

し、自立した生活希望する者に対する支援等を進めるために、地域生活への移行、親

元からの自立等に係る相談、一人暮らし、グループホームへの入居等の体験の機会及

び場の提供、短期入所の利便性・対応力の向上等による緊急時の受入対応体制の確保、

人材の確保・養成・連携等による専門性の確保並びにサービス拠点の整備及びコーデ

ィネーターの配置等による地域の体制づくりを行う機能が求められており、今後、障
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がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えて、これらの機能をさらに強化する

必要があります。こうした拠点等の整備にあわせて、相談支援を中心として、学校か

らの卒業、就職、親元からの自立等の生活環境が変化する節目を見据えて、中長期的

視点に立った継続した支援を行う必要があります。 

更に、精神病床（病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのもの

をいう。以下同じ。）における長期入院患者の地域生活への移行を進めるに当たっては、

精神科病院や地域援助事業者による努力だけでは限界があり、自治体を中心とした地

域精神保健医療福祉の一体的な取組の推進に加え、差別や偏見のない、あらゆる人が

共生できる包摂的（インクルーシブ）な社会の実現に向けた取組の推進が必要です。

これを踏まえ、精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをする

ことができるよう、精神障がい（発達障がい及び高次脳機能障がいを含む。以下同じ。）

にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めます。 

 

④　地域共生社会の実現に向けた取組 

　地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮ら

し、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け、引き

続き、地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組みづくりや制度の縦割り

を超えた柔軟なサービスの確保に取り組むとともに、地域ごとの地理的条件や地域資

源の実態等を踏まえながら、包括的な支援体制の構築に取り組みます。その際、町は

次に掲げる支援を一体的に実施する新たな事業の活用も含めて検討し、体制整備を進

めます。 

（一）　属性にかかわらず、地域の様々な相談を受け止め、自ら対応又はつなぐ機

能、多機関協働の中核の機能及び継続的につながり続ける伴走支援を中心的

に担う機能を備えた相談支援 

（二）　（一）の相談支援と一体的に行う、就労支援、居住支援など、多様な社会

参加に向けた支援 

（三）　ケアし、支え合う関係性を広げ、交流や参加の機会を生み出すコーディネ

ート機能及び住民同士が出会い、参加することのできる場や居場所の確保の

機能を備えた支援 

 

⑤　障がい児の健やかな育成のための発達支援 

障がい児支援を行うに当たっては、障がい児本人の最善の利益を考慮しながら、障

がい児の健やかな育成を支援することが必要です。このため、障がい児及びその家族

に対し、障がいの疑いがある段階から身近な地域で支援できるように、障害児通所支

援及び障害児相談支援については町を、障害児入所支援については県を実施主体の基

本とし、障害種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援等

の充実を図るとともに、県の適切な支援等を通じて引き続き障害児支援の均てん化を

図ることにより、地域支援体制の構築を図ります。 

また、障がい児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、

教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体

制の構築を図ります。 

更に、障がい児が障害児支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を
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受けることができるようにすることで、障がいの有無にかかわらず、全ての児童がと

もに成長できるよう、地域社会への参加や包容（インクルージョン）を推進します。

加えて、人工呼吸器を装着している障がい児その他の日常生活を営むために医療を要

する状態にある障がい児（以下「医療的ケア児」という。）が保健、医療、障害福祉、

保育、教育等の支援を円滑に受けられるようにする等、専門的な支援を要する者に対

して、各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制を構築します。 

こうしたサービス提供体制の整備等については、個別の状況に応じて、関係者や障

がい者等本人が参画して行う議論を踏まえた上で、町及び県が定める障害保健福祉圏

域（以下「圏域」という。）ごとの整備の在り方を障害福祉計画等に位置付け、計画的

に推進します。 

 

⑥　障害福祉人材の確保 

　障がい者の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障害福祉

サービス等を提供し、様々な障害福祉に関する事業を実施していくためには、提供体

制の確保と併せてそれを担う人材を確保していく必要があります。そのためには、専

門性を高めるための研修の実施、多職種間の連携の推進、障害福祉の現場が働きがい

のある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報等、関係者が協力して取り組ん

でいくことが重要です。 

 

⑦　障がい者の社会参加を支える取組 

　障がい者の地域における社会参加を促進するためには、障がい者の多様なニーズを踏

まえて支援すべきです。 

特に、障がい者による文化芸術活動の推進に関する法律（平成三十年法律第四十七号）

を踏まえ、障がい者が文化芸術を享受鑑賞し、又は創造や発表等の多様な活動に参加す

る機会に確保等を通じて、障がい者の個性や能力の発揮及び社会参加の促進を図ります。 

　また、読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現のため、

視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する法律（令和元年法律第四十九号）を踏

まえ、視覚障がい者等の読書環境の整備を計画的に推進します。 

 

このようなサービス提供体制の整備等については、個別の状況に応じて、関係者や

障がい者等本人が参画して行う議論を踏まえた上で、「長野圏域障害福祉計画（長野市、

千曲市、須坂市、坂城町、小布施町、高山村、飯綱町、小川村、信濃町で構成）」を策

定しており、圏域と連携して地域の特性に応じた活動を推進するとともに、面的な支

援体制構築を推進します。 

また、飯綱町と信濃町で「北部地区障害者自立支援協議会」を設置していますので

障がい者の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域の社会資源を最大

限に活用し、サービス提供体制を整備し推進します。 
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参考 

最近の障がい福祉関連施策の主な動き 

「障害者差別解消法」（Ｈ25.6 月成立、Ｈ28.4 月施行） 

・地方自治体等における障がいを理由とする差別的取扱いの禁止 

・地方自治体等における合意的配慮の不提供の禁止（民間事業者は努力義務） 

・差別解消に向けた取組に関する要領を策定（地方自治体は努力義務） 

 

「障害者権利条約」の批准（Ｈ26.１月） 

・Ｈ19 年に署名後、基本法改正、差別解消法制定等の国内法制度の整備に取り組んできた。 

 

「難病医療法」（Ｈ26.5 月成立、Ｈ27.1 月施行） 

・難病の患者に対する医療費助成を法定化し、その対象を拡大 

・相談、福祉サービス、就労や社会参加への支援も充実する。 

 

「障害者雇用促進法」改正（Ｈ25.6 月成立、Ｈ28.4 月施行） 

・雇用の分野における障害を理由とする差別的な取扱いを禁止 

・法定雇用率算定に精神障がい者を加える。（平成 30年４月１日から施行） 

 

「成年後見制度利用促進法」（H28.5.13 施行） 

・成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進 

 

「発達障害者支援法」改正（Ｈ28.5 月成立、Ｈ28.8 月施行） 

・障がいの定義と発達障がいへの理解の促進 

・発達障害者支援地域協議会の設置 

 

「ニッポン一億総活躍プラン」（H28.6.2 閣議決定） 

・障がい者、難病患者、がん患者等の活躍支援 

・地域共生社会の実現 

 

「障害者総合支援法及び児童福祉法」の改正（H30.4 施行） 

・自立生活援助の創設・就労定着支援の創設 

・高齢障がい者の介護保険サービスの円滑な利用 

・障がい児のサービス提供体制の計画的な構築（障害児福祉計画の策定） 

・医療的ケアを要する障がい児に対する支援 

 

　「障害者文化芸術推進法」（H30.6 施行） 

　　・障がい者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進 

　　・文化活動を通じた障がい者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図る。 

 

　「バリアフリー法」の改正（H30.11 施行） 

・高齢者、障がい者、子育て世代などのバリアフリー化の取組の実施にあたり、「共生社会

の実現」「社会的障壁の除去」に留意すべき旨を明記 
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　「読書バリアフリー法」（R1.6 施行） 

・視覚障がい者等の読書環境を総合的かつ計画的に推進 

・全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実

現 

 

「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」 （R1.6 施行） 

 ・視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を策定・実施  

 

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」（R3.9 施行）  

・医療的ケア児及びその家族が適切な支援を受けられるよう明確化 

・保育及び教育の拡充に係る医療的ケア児支援センターの指定を規定等  

 

「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」 

（R4.5 施行） 

・障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進 

 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」 

 （R6.4 施行、一部 R5.4、一部 R5.10） 

・障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現 

 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」（R6.4 施行） 

・事業者に対し合理的配慮の提供を義務付け、行政機関相互間の連携の強化を図る 

・障がいを理由とする差別を解消するための支援措置を強化  
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３　前期計画における成果目標の達成状況 

　　（１）　福祉施設から地域生活への移行促進、福祉施設入所者数の減 

令和元年度末時点の施設入所者数 15 人から令和５年度までに２人削減するこ

とを目標としていました。 

　令和４年度の実績は、施設入所者数 13 人であり、目標数値を達成しています

が、本来目標としている地域生活移行による減少ではなく死亡による減少で、今

後の状況により、新たに入所する人が増加することも考えられます。 

 

 

 

　　（２）　地域生活支援拠点等の整備 

　町では、地域生活支援拠点５つの機能（相談、体験等、緊急対応、専門性、地

域づくり）の整備に向けて圏域の地区及び町単位で取り組んでいますが、地域生

活支援拠点の設置には至っていません。町内外それぞれのサービス提供事業所等

と連携を取りながら、町独自の体制整備に努めてきました。 

 

 

　　 

（３）　福祉施設から一般就労への移行促進 

　福祉施設から一般就労への移行については、令和元年度実績の 1人の 4倍に当

たる４名を令和５年度の目標値としました。 

　令和４年度の実績においては、３人の方が就労移行支援サービスを利用し、一

般就労に移行し、うち１名が町内で就労しています。 

 

 

 

　　（４）　就労移行支援事業の利用者数 

　就労移行支援事業の利用者数については、令和元年度実績の１人の 2倍に当た

る 2人を目標値としましたが、令和４年度実績では 3人となりました。要因とし

ては、就労意欲のある方の利用の増加によるものですが、継続した課題として、

当該地域にサービス提供事業所がないこと、サービス利用期間に制限があること、

などが考えられ、利用の促進に繋がらない面もあります。 

 

 

 

 

（５）　精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

　保健、医療、福祉関係者による相談支援等の対応については、北部地区障害者

自立支援協議会において、協議の場を設けてきました。今後もこの体制を維持し、

必要に応じ包括的に対応できるように努めていきます。 

 

 項　目 令和５年度目標 令和４年度実績

 施設入所者数 13 人 13 人

 項　目 令和５年度目標 令和４年度実績

 地域生活支援拠点数 0箇所 0箇所

 項　目 令和５年度目標 令和４年度実績

 福祉施設から一般就労への移行者数 4人 3人

 項　目 令和５年度目標 令和４年度実績

 就労移行支援事業の利用者数 2人 3人
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　　（６）　児童発達支援センターの設置 

　信濃町では、児童数及び財政規模からセンターの設置が難しいため、町教育委

員会の教育支援会議において、センターと同等の支援を行ってきました。 

 

（７）　保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

　地域のサービス提供事業所において、信濃町の子どもたちも利用できる体制に

あります。 

　令和４年度には 13 人の子どもたちが利用しました。 

 

　　（８）　主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサー

ビス事業所の確保。医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

　重症心身障害児に対応できる児童発達支援及び放課後等デイサービスの提供

事業所が地域になく、対象となる事例が少ない事から、対象児童には、利用でき

る既存のサービスの組合せで対応してきました。今後、新たな対象者の発生に備

え、情報収集や対応方法の検討に努める必要があります。 

　医療的ケア児支援のための連携については、必要に応じて北部地区障害者自立

支援協議会において協議を行うこととなっていますが、令和４年度末までに協議

を行った実績はありません。 
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４　障害福祉サービス等の実施目標「成果目標」 

第７期障がい福祉計画においては、障がい者の地域生活への移行や、就労に関す

る数値目標を設定します。 

また、設定した数値に対し具体的な今後の方向性を示します。 

 

（１）　福祉施設から地域生活への移行促進、福祉施設入所者数の減 

令和４年度末の施設入所者数のうち地域生活へ移行する目標値を国では 6％以

上、長野圏域では 8％、施設入所者減少目標値を国では 5％以上、長野圏域でも

9.1％の減少としています。 

 

■ 信濃町における目標 

 

【今後の方向性】 

施設入所者のうち地域での生活が可能な人について、本人や家族の意向を尊重し

ながらグループホームへの移行を支援します。また、地域移行支援・地域定着支援

等の事業を活用しつつ、地域での生活を継続できるよう支援します。 

 

（２）　地域生活拠点等が有する機能の充実 

地域生活支援拠点の整備について、令和６年４月１日から市町村の努力義務とな

ります。令和８年度末までに障がいのある人の地域生活を支援する機能（相談、体

験の機会、緊急時の受入及び対応、専門性、地域の体制づくり等）の集約を行う拠

点の設置数を国では各市町村又は各圏域に少なくとも１ヶ所以上整備する等を目標

としていますが、町の状況や支援ニーズを把握する中で支援体制の整備を進めます。 

 

■ 信濃町における目標 

 

【今後の方向性】 

信濃町では、地域生活拠点の設置には至っていませんが、相談支援事業、地域活

動支援センター、短期入所等、町内外の様々なサービス提供事業所と連携を取りな

がら、町独自の体制づくりに努めていきます。 

更に、体制の運用状況の検証及び検討の場を、北部地区障害者自立支援協議会等

を通じて、年 1回以上設けていきます。 

 項　　目 目　標 考え方

 施設入所者数(Ａ) 13 人 令和４年度末の施設入所者数

 【目標①】地域生活移行者数
1人 

（Ａ）のうち、令和 8年度末までに

地域移行する人数

 【目標②】施設入所者の削減数
1人 

（Ａ）の時点から令和 8 年度末時点

における施設入所者の削減数

 項　　目 目　標 考え方

 拠点数 0 令和 8 年度末の数

 運用状況の検証及び検討の回数 1 （回／年）



10 

 

（３）　福祉施設から一般就労への移行等 

①　福祉施設利用者の一般就労への移行者数 

福祉施設利用者が一般就労へ移行する令和８年度末の目標値を、国では令和３

年度の実績の 1.28 倍以上、長野圏域では 1.43 倍以上としています。 

②　就労移行支援事業における一般就労への移行者数 

　就労移行支援事業を通じて一般就労へ移行する目標値を、国では令和３年度の

実績の 1.31 倍以上、長野圏域では 1.34 倍以上としています。 

③　就労継続支援事業から一般就労への移行者数 

　就労継続支援事業から一般就労へ移行する目標値を、国では令和３年度の実績

のＡ型 1.29 倍以上、長野圏域では 2.17 倍以上、Ｂ型では国 1.28 倍以上、長野圏

域では 1.42 倍以上としています。 

 

■ 信濃町における目標 

 

【今後の方向性】 

福祉施設の利用者で、一般就労を希望する人等へのサポートを図るとともに、障

害者総合支援センターやハローワークをはじめとする就労支援にかかわる機関・事

業所との情報交換や連携を図り障がいのある人の一般就労を促進します。 

※福祉施設・・・就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続Ｂ型、生活介護、自立訓練（機能訓

練）、自立訓練（生活訓練）、の各障がいサービスを提供する事業所 

※一般就労・・・雇用契約による就職者 

 

（４）　就労定着支援事業の利用者数及び就労定着率 

国では、令和８年度の目標数値として就労定着支援支援利用者を令和３年度利

用者数の 1.41 倍以上、長野圏域では 1.5 倍にすることを目標値としています。 

また、就労定着支援事業利用終了者に占める一般就労定着率が７割以上の事業

所を２割５分以上、長野圏域では７割以上の事業所を４割を目標値としています。 

 

■ 信濃町における目標 

 項　　目 令和３年度実績 令和８年度目標

 一般就労移行者数 0人 0 人

 就労移行支援事業 0人 0 人

 就労継続支援事業Ａ型 0人 0 人

 就労継続支援事業Ｂ型 0人 0 人

 項　　目 目　標 考え方

 就労移行支援事業等から一般就労への移行

者

0人 令和 8 年度中に一般就労へ移行し

た人数

 就労定着支援事業利用者 0人 令和 8 年度末の就労定着支援事業

利用者数

 就労定着率 7割以上の事業所数 0 令和 8 年度末の事業所数
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【今後の方向性】 

現在のところ、当町には当該事業を利用できる事業所がないため、一般就労へ

の移行及び定着について当事者の希望により町外の事業所を利用できる体制の整

備と必要な支援にを行います。 

 

障がい児支援の提供体制整備等 

 

（５）　児童発達支援センターの設置 

国の指針では、令和８年度末までに、全ての市町村（もしくは圏域）において、

児童発達支援センターを１箇所以上設置することとなってます。 

 

■ 信濃町における目標 

 

【今後の方向性】 

対象児童数及び、当町の財政規模からセンターの設置には難しいものとなります。

既存の教育委員会の教育支援委員会、信濃町支援スタイルによりセンター機能と同

等の支援を行いつつ、圏域において児童発達支援センターを利用できる体制の整備

なども検討します。 

 

（６）　保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するために保

育所等訪問支援を利用できる体制の構築。 

 

■ 信濃町における目標 

 

【今後の方向性】 

既に、支援事業所と学校とで訪問事業を行っており、事業所と学校の支援方法等

連絡体制が構築されています。今後も良好な関係づくりの構築を進めます。 

 

（７）　主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサ

ービス事業所の確保。 

国の指針では、令和８年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発

達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を、少なくとも 1 箇所以上設置す

ることとなっています。 

■ 信濃町における目標 

 項　　目 目　標 考え方

 児童発達支援センターの設置 0 体制の整備

 項　　目 目　標 考え方

 体制の構築 1 体制の整備

 項　　目 目　標 考え方

 支援事業所、サービス事業所 0 令和 8 年度までに確保
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【今後の方向性】 

重症心身障がい児を対象としたサービス提供事業所は、現在のところ地域にあ

りません。また、対象者が少ないことから事業所を確保することは困難ですが、

継続して検討を行います。 

対象となる児童に、既存のサービスを組み合わせる事で対応しつつ、近隣の市

町村の事業所を利用できる体制の整備を検討します。 

 

（８）　医療的ケア児支援のための関係機関協議の場の設置及び医療的ケア児コー

ディネーターの配置 

国の指針では、令和８年度末までに、各都道府県に協議の場及びコーディネー

ターを配置し、圏域単位を基に協議の場を設置することとなっています。 

 

■ 信濃町における目標 

 

　【今後の方向性】 

　関係機関の協議の場については、北部地区障害者自立支援協議会において、既

存の協議会を活用し設置を検討します。また、コーディネーターについては、必

要に応じ県と連携を図って行きます。 

 

 

 

 項　　目 目　標 考え方

 関係機関協議の場 1 令和 8 年度までに設置

 コーディネーターの配置 0 令和 8 年度までに配置
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５　障害福祉サービスの見込みと活動方策「活動指標」 

 

◆　各サービスの見込量については、次の事項を考慮して設定しました。 

　○前計画期間における利用実績 

　○各種障害者手帳所持者数やニーズの動向 

　○平均的な 1人当たり利用量 

　○施設入所者の地域生活への移行者数 

　○入院中の精神障がい者のうち、地域生活への移行後に利用が見込まれる人の数 

　○特別支援学校卒業者数　等 

 

（１）訪問系サービスの提供 

訪問系サービスには、居宅介護（ホームヘルプ）、重度訪問介護、同行援護、行

動援護、重度障害者包括支援があります。 

 

１．居宅介護（ホームヘルプ） 

居宅において入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生

活等に関する相談、助言、生活全般にわたる援助を行います。 

２．重度訪問介護 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい、精神障がいにより行動上著しい

困難を有し、常時介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ、食事

等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活に関する相談、助言、生活全般に

わたる援助、外出時における移動中の介護を総合的に行います。また、日常的

に重度訪問介護利用している最重度の障がい者で、医療機関に入院した方が適

切な介護を受けられるよう、ヘルパーが医療従事者に情報伝達を行うなどの支

援を行います。 

３．同行援護 

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人につき、外出時に同行し、

移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等、その方が行動する際の

必要な援助を行います。 

４．行動援護 

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難有し、常時介護を要する

方に、その方が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出

時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護、その他その方が行動する際

に必要な援助を行います。 

５．重度障害者等包括支援 

常時介護が必要で、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、四肢

の麻痺及び寝たきりの状態にある方、知的障がい又は精神障がいにより行動上

著しい困難がある方について、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、

生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助

を包括的に提供します。 
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■ 訪問系サービスの見込量　　利用時間：（時間／月）　利用者数：（人／月） 

 

【見込量を確保するための方策】 

居宅介護、同行援護、行動援護についての事業所は整備されていますが、今後の

動向により圏域と連携してサービス提供を図ります。 

また、重度訪問介護、重度障害者等包括支援については、利用の希望があった場

合、速やかにサービス提供につなげられるよう情報の収集に努めます。

 
サービスの種類 見込むもの

実　績 見込み

 4 年度 6 年度 7年度 8年度

 居宅介護 

（ホームヘルプ）

利用時間 121 120 130 130

 利用者数 11 11 12 12

 
重度訪問介護

利用時間 0 0 0 0

 利用者数 0 0 0 0

 
同行援護

利用時間 0 0 0 0

 利用者数 0 0 0 0

 
行動援護

利用時間 107 160 160 160

 利用者数 2 3 3 3

 重度障害者等 

包括支援

利用時間 0 0 0 0

 利用者数 0 0 0 0
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（２）日中活動系サービスの提供 

日中活動系サービスには、介護給付と訓練給付があります。 

 

　　　【介護給付】 

１．生活介護 

常時介護が必要な人に対し、障害者支援施設等の施設で、日中行われる入浴、

排せつ、食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供を行います。 

２．療養介護 

医療と常時介護が必要な人に対し、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看

護、介護、医学的管理下での介護や日常生活の支援を行います。 

３．短期入所 

在宅で介護している保護者等が、病気・冠婚葬祭等により介護ができない場

合、障がいのある人が短期間宿泊できる施設サービスを提供します。 

 

　　　【訓練給付】 

１．自立訓練 

自立した日常生活や社会生活を営むため、一定期間身体機能又は生活能力の

向上のために必要な訓練を行います。 

２．就労移行支援 

就労を希望している人に対し、一定期間就労に必要な知識・能力の向上を図

るために必要な訓練、求職活動など雇用に向けた支援を行います。 

３．就労継続支援 

通常の事業所に雇用されることが困難な人に対し、就労機会の提供や必要な

知識・能力の向上に必要な訓練を行います。 

・就労継続支援Ａ型 

65 才未満の就労を希望する人に対し、事業者と雇用契約を締結して、就

労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行います。 

・就労継続支援Ｂ型 

年齢や体力面等で一般就労が困難な人に対し、事業者と雇用契約を締結せ

ずに就労の機会を提供し、就労に必要な知識・能力の向上に必要な訓練を行

います。 

４．就労定着支援 

就労移行支援などを利用した後に一般就労した人のうち、就労にともなう環

境の変化により生活面で課題が生じている人に一定期間必要な連絡調整、指導、

助言を行っていきます。 
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■日中サービス系の見込量　　利用日数：（人日／月）　利用者数：（人／月） 

 

【見込量を確保するための方策】 

サービスを必要とする人の把握に努め、サービス利用を希望した場合に速や

かに提供できるよう町内の事業所、圏域の事業所と連携を図ります。 

 
サービスの種類 見込むもの

実　績 見込み

 4 年度 6年度 7 年度 8年度

 

介

護

給

付

生活介護
利用日数 370 460 460 460

 利用者数 19 24 24 24

 療養介護 利用人数 0 0 0 0

 
短期入所 

（福祉型）

利用日数 21 30 40 50

 利用者数 2 3 4 5

 
短期入所 

（医療型）

利用人数 0 0 0 0

 利用者数 0 0 0 0

 

訓

練

給

付

自立訓練 

（機能訓練）

利用日数 0 0 0 0

 利用者数 0 0 0 0

 自立訓練 

（生活訓練）

利用日数 6 6 12 12

 利用者数 1 1 2 2

 
就労移行支援

利用日数 43 40 60 60

 利用者数 2 2 3 3

 就労継続支援 

（Ａ型）

利用日数 130 130 130 130

 利用者数 7 7 7 7

 
就労継続支援 

（Ｂ型）

利用日数 411 400 400 400

 利用者数 29 29 29 29

 就労定着支援 利用者数 2 3 3 3
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（３）居住系サービスの提供 

居住系サービスには、共同生活援助（グループホーム）、施設入所支援があり

ます。 

 

１．共同生活支援（グループホーム） 

主に夜間において共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつ及び食事の介護、

その他日常生活の支援を行います。 

２．施設入所支援 

施設の入所者に対し、主として夜間において入浴、排せつ、食事等の介護、

生活に関する助言、その他日常生活上の支援を行います。 

３．自立生活援助 

一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時

の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 

 

■施設系サービスの見込量　　利用者数：（人／月） 

 

【見込量を確保するための方策】 

利用者の地域生活への移行目標が達成されるようグループホームの拡充、施

設入所支援の適切な利用を町内事業所、圏域の事業所と連携を図ります。 

 

 
サービスの種類 見込むもの

実　績 見込み

 4 年度 6 年度 7年度 8年度

 共同生活援助 利用者数 11 12 13 14

 うち精神障がい者の利用 利用者数 3 3 3 3

 
施設入所支援 利用者数 13 13 13 12

 自立生活援助 利用者数 0 1 1 1

 うち精神障がい者の利用 利用者数 0 1 1 1
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（４）相談支援 

１．計画相談支援 

支給決定を受けた福祉サービスを適正に利用できるよう心身の状態や置かれ

ている環境、サービス利用の意向、その他の諸事情を勘案しサービス利用計画

を作成するとともに、支給決定後は利用状況の見直し等のケアマネジメントを

行います。 

２．地域移行支援 

入所施設や精神科病院等から退所、退院する際に支援を要する人に対し、入

所施設や精神科病院等での地域移行の取組と連携し、地域移行に向けた支援を

行います。 

３．地域定着支援 

入所施設や精神科病院から退所、退院した人、家族との同居から一人暮らし

に移行した人、地域生活が不安定な人に対し、地域生活を継続するための支援

を行います。 

 

■ 相談支援の見込量　　利用者数：（人／月） 

 

【見込量を確保する方策】 

利用者のニーズに合ったサービス利用計画が作成されるよう、相談員の研修

参加促進と安定運営を図ります。 

 

（５）障がい児支援 

１．児童発達支援 

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応

訓練を行います。 

２．放課後等デイサービス 

放課後又は休日に施設への通い、生活能力向上のための訓練、社会交流の促

進などの訓練を行います。 

３．保育所等訪問 

保育園等を訪問し障がいを持っている園児に対し集団生活への適応支援、そ

の他必要な支援を行います。 

４．障害児相談支援 

障がい児の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けてケアマネジメン

トを行い細かな支援を行います。 

 
サービスの種類 見込むもの

実　績 見込み

 4 年度 6 年度 7年度 8年度

 計画相談支援 利用者数 18 19 19 20

 地域移行支援 利用者数 0 1 1 1

 うち精神障がい者の利用 利用者数 0 1 1 1

 地域定着支援 利用者数 0 1 1 1

 うち精神障がい者の利用 利用者数 0 1 1 1
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■障害児支援の見込量　　　　　　　利用日数：（人日／月）　利用者数：（人／月） 

 

【見込み量を確保するための方策】 

家庭、保育園、小中学校の現場と福祉分野の連携により対象児にあった支援

がそれぞれの場で統一して行えるよう支援会議等を積極的に開催し、関係者の

共通認識が図れるように努めます。 

児童期の成功体験によって育まれる意欲や、有能感は社会性を育むために重

要です。児童とその家族に寄り添い、自己肯定感を高められるよう支援してい

きます。 

医療的ケアが必要な児童については、情報収集に努め、希望があった場合に

は長野圏域内でサービスにつながる事業所と連携体制を検討します。 

 

（６）発達障がい者（児）等に対する支援 

１．ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラムの活用 

ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラムの活用

について検討し、発達障がい者（児）及びその家族に対する支援体制の構築に

努めます。 

　　２．ペアレントメンター事業 

　県の発達障がいペアレント・メンター事業を活用した講座等の開催について

検討し、発達障がい者（児）及びその家族に対する支援体制の構築に努めます。 

　　３．ピアサポートの活動 

　ピアサポート活動について学ぶ研修会等の開催を検討します。 

 

 
サービスの種類 見込むもの

実　績 見込み

 4 年度 6年度 7年度 8 年度

 
児童発達支援

利用日数 0 20 20 20

 利用者数 0 1 1 1

 放課後等 

デイサービス

利用日数 95 110 110 110

 利用者数 13 15 15 15

 
保育所等訪問支援

利用日数 1 2 2 2

 利用者数 1 2 2 2

 障害児相談支援 利用人数 3 4 4 4
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（７）精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る活動指標 

増加傾向にある精神障がい者に対する包括的な支援を行うため、保健・医療・

福祉・介護・当事者及び家族による協議の場を設置します。 

 

■ 信濃町における見込量 

 

【見込量を確保するための方策】 

町内に精神科はありませんが、主治医に要請し、必要に応じて協議の場を開

催します。 

 

（８）相談支援体制の充実・強化等に係る活動指標 

相談支援体制の充実・強化を図るため、総合的・専門的な相談支援体制の構築

に向け、圏域地区において主任相談支援専門員を１名配置します。また、地域の

相談支援事業所に対して専門的な指導・助言や人材育成の支援を行い、加えて、

相談機関相互の連携強化に努めます。 

 

■ 信濃町における見込量 

 

【見込量を確保するための方策】 

北部地区障害者自立支援協議会において、外部講師を招いた研修の開催や外

部研修への参加の支援、相談部会等の開催を実施していきます。 

 

（９）障害福祉サービスの質を向上させるための取組に係る活動指標 

サービスの利用者が真に必要とするサービスを適切に提供するため、町職員の

資質の向上に努めます。 

また、障害福祉サービス費請求について、請求過誤をなくす取組を実施します。 

 

 
項　　目

見込み

 6 年度 7年度 8年度

 協議の場の開催回数 1 1 1

 
項　　目

見込み

 6 年度 7年度 8年度

 専門的な指導・助言の回数 1 1 1

 人材育成の支援件数 1 1 1

 連携強化の取組の実施回数 1 1 1
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■ 信濃町における見込量 

 

【見込量を確保するための方策】 

町職員を対象とした研修には、積極的に参加します。 

請求エラー等については、その都度、事業所と情報共有すると共に、審査結

果の分析と結果を利用し事業所や関係自治体と共有する体制の整備に努めます。 

 
項　　目

見込み

 6 年度 7年度 8年度

 障害福祉サービス等に係る 

研修等への町職員の参加人数
1 1 1

 請求過誤をなくす取組の実施回数 1 1 1
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６　地域生活支援事業の見込みと確保方策 

地域生活支援事業は、障害者支援総合支援法第 77 条において、市町村を実施主体

として法定化された事業です。 

障がいのある人が、サービスを利用しつつその有する能力、適性に応じ、自立し

た日常生活又は社会生活を営むことが出来るように地域の特性や、利用者の状況に

応じて事業を効率的かつ効果的に実施していきます。 

 

（１）理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業、相談支援事業 

理解促進研修・啓発事業は、障がいのある人が日常生活、社会生活の際に生じ

る「社会的障壁」を除くため、地域住民へ障がいの理解を深められるよう研修や

啓発活動を行います。 

自発的活動支援事業は、障がいのある人やその家族が自発的に行う活動に対し、

活動の場所や情報の提供を行います。 

相談支援事業は、障がいのある人や介助者等からの相談に応じ、必要な情報の

提供や助言、障害福祉サービスの利用支援等を行うとともに、虐待の早期発見及

び防止できるよう関係機関との連携調整や権利擁護等の援助を行います。 

 

■ サービス見込量 

 

【サービス量を確保する今後の方策】 

飯綱町と信濃町で構成する「北部地区障害者自立支援協議会」として毎年理解

促進研修・啓発事業を行っています。研修等の参加者の更なる増員を図ります。

また、同協議会による地域住民、各種団体への研修を開催します。 

障がいのある人やその家族、地域住民が地域において自発的に行う活動に対し

情報提供等の支援ができるよう検討します。 

障がいの特性に応じた相談支援事業が実施できるよう、相談支援事業者と連携

し、体制の充実を図ります。また、長野圏域と連携し相談体制の強化も図ります。 

 
種　　類 見込むもの

実　績 見込み

 4 年度 6年度 7年度 8 年度

 理解促進研修 

・啓発事業
実施の有無 あり あり あり あり

 自発的活動支援事業 実施の有無 なし なし なし なし

 
相

談

支

援

事

業

障害者 

相談支援事業

実施箇所 あり あり あり あり

 センター なし なし なし なし

 市町村相談支援 

機能強化事業
実施の有無 なし なし なし なし

 住宅入居等 

支援事業
実施の有無 なし なし なし なし
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（２）成年後見制度利用支援事業、成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度が有益と認められる知的障がいのある人、精神障がいがある人に

対し、制度利用に必要な経費及び後見人等の報酬を支援します。 

成年後見制度における市民後見人の活用も含めた法人後見活動を支援するため、

実施団体に対する研修、実施のための組織体制の構築、専門職による支援体制の

構築を検討します。 

 

■ サービス見込量 

 

【サービス量を確保するための方策】 

支援事業を必要とする人の把握に努め、長野圏域及び連携中枢都市構想と連携

を図りながら実施します。 

 

（３）意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能の障がいにより意思疎通を図ることが難しい人に対し、手話通

訳者、要約筆記者等の派遣及び配置により、意思疎通が円滑に行えるよう支援し

ます。 

 

■ サービス見込量 

 

【サービス量を確保するための方策】 

手話通訳者、要約筆記者派遣事業については、対象者に事業の周知を行うとと

もに、聴覚者障害者協会等への委託により派遣事業を行います。 

障がいのある人の利便性をより高めるため、圏域と連携し派遣事業及び手話通

訳者の共同実施を検討します。 

飯綱町と信濃町が共同で手話奉仕員養成講座を実施しています。今後も地域住

民向けにアンケート等を行い、要望に応じて講座を開催していきます。 

 
種　　類 見込むもの

実　績 見込み

 4 年度 6年度 7年度 8 年度

 成年後見制度 

利用支援事業
利用申込者数 0 1 1 1

 成年後見制度 

法人後見支援事業
実施の有無 なし なし なし なし

 
種　　類 見込むもの

実　績 見込み

 4 年度 6 年度 7年度 8年度

 

意思

疎通

支援

事業

手話通訳者・要約

筆記者派遣事業
利用件数 0 1 1 1

 手話通訳者 

設置事業
申込者数 0 0 0 0

 手話奉仕員 

養成講座

講習修了見

込者数
0 10 10 10
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（４）日常生活用具給付事業 

障がいのある人に対して、日常生活や介護が容易になる日常生活用具及び住宅

改修工事費を給付します。 

 

■ サービス見込量 

 

【サービス量を確保する方策】 

難病患者も、日常生活用具給付等事業の支給対象となったことにより、より多

くの給付を必要とする人に対し情報の周知を図り、障がいの特性に合った給付を

行います。 

 

（５）移動支援事業 

屋外での移動が困難な障がいのある人について、地域での自立活動や社会参加

を促すため外出の支援を行います。 

 

■ サービス見込量 

 

【サービスを確保する方策】 

利用に必要な情報が行きわたるよう近隣町村と連携します。 

 

 
種　　類 見込むもの

実　績 見込み

 4 年度 6年度 7年度 8 年度

 介護・訓練支援用具 給付件数 0 1 1 1

 自立生活支援用具 給付件数 0 1 1 1

 在宅療養等支援用具 給付件数 0 1 1 1

 情報意思疎通支援用具 給付件数 0 1 1 1

 排泄管理支援用具 給付件数 131 150 150 150

 住宅改修費 給付件数 1 1 1 1

 
サービスの種類 見込むもの

実　績 見込み

 4 年度 6年度 7年度 8 年度

 
移動支援事業

利用者数 9 10 10 10

 延利用時間 686 900 900 900
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（６）地域活動支援センター事業 

創作活動や生産活動の機会の提供、社会交流の促進等、自立生活訓練、社会に

適応できるような活動を通じ、医療・福祉関係との連携により、障がい支援に関

するプライマリー相談窓口としての役割や地域との繋がりを強化します。 

 

■ サービス見込量 

 

【サービスを確保するための方策】 

当町の地域活動支援センターは、ひだまりセンターとなっています。利用者が

安全に作業できる場を提供し、個々のきめ細かい支援を提供するとともに、自立

した生活が送れるように調理実習にも力を入れ利用者のスキルアップを図ります。 

また、障がいを持つ方がいつでも利用できる施設ということを周知します。 

 

 
サービスの種類 見込むもの

実　績 見込み

 4 年度 6年度 7年度 8 年度

 
地域活動センター

実施箇所 1 1 1 1

 利用者数 15 15 15 15
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７　障害福祉計画の点検及び評価 

成果目標及びサービスの見込量について、計画期間の途中で分析・評価を行い、

国の制度改正や圏域での状況を踏まえ計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

ＰＤＣＡサイクル概念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｌａｎ

計　画

Ｄｏ

実行

Ｃｈｅｃｋ

評価

Ａｃｔ

改善

障がい福祉(児)計画 

・成果目標 

・活動指標 

・地域生活支援事業

計画内容の実行

目標、指標、見込み量につい

て実績を把握し、評価分析を行

う。 

中間評価には、協議会等の意

見を聴くとともにその結果に

ついて公表することが望まし

い。

中間評価の結果を踏まえ、必

要に応じて計画の変更を行う。



27 

 

信濃町障がい福祉計画 

 

発行日　　令和６年３月 

発　行　　信濃町住民福祉課　福祉・介護保険係 

〒３８９－１３９２ 

長野県上水内郡大字柏原４２８番地２ 

　　T E L　　０２６－２５５－１１７９ 

　　F A X　　０２６－２５５－６２０７


